
佐久市・臼田町・浅科村・望月町合併協議会

提案
番号

協議項
目番号 コード番号 分科会

名称 事務事業等名称（項目名） 問　題　点 調　整　案 調　整　案　の　詳　細

1 28-1 010101011003 総務 地域コミュニティーセンター
管理運営

臼田町・望月町で実施しているが、管理
形態等に差異がある。 合併時、現行どおりとする。

当面、管理運営等については、地域の実情を尊重することとし、新
市において検討していく。
所管は総務部門とする。

2 17 030103010101 人事 職員研修負担金 ４市町村とも同様に実施しており、問題
なし。 合併時、現行どおりとする。 新市において作成する職員研修計画に基づく。

3 17 030103010102 人事 （財）社会保険協会負担金 ４市町村とも同様に実施しており、問題
なし。 合併時、現行どおりとする。

4 17 030103010103 人事 （財）長野経済研究所負担
金

佐久市は単独で加入し、町村は町村会
で加入し負担している。 合併時、新市において加入し、負担する。

5 17 030103010104 人事 自治研修協議会負担金 佐久市が単独で実施している。 合併時、新市において加入し、負担する。

6 17 030103010105 人事 職員福利厚生事業補助金

４市町村とも福利厚生事業を実施してい
るが、佐久市・臼田町・浅科村が補助を
行なっている。
また、事業内容（補助対象事業）に差異
がある。

合併時、新市において職員互助会に対して補
助する。

補助事業については、互助会の事業内容等を検討する中で決定
していく。

7 17 030103010106 人事 職員人間ドック補助金 浅科村が単独で実施している。 新市において、職員検診事業として統一して実
施するため、廃止する。

8 17 030103010107 人事 職員海外派遣研修補助金 臼田町が単独で実施（佐久市・浅科村
は旅費規程により対応）している。

研修センターの補助以外の負担分については
旅費規程による対応とするため、廃止する。

9 25 050103010101 人事 長野県町村総合事務組合
（退職手当組合）

臼田町・浅科村・望月町が加入してい
る。

新市において独自に運用していくため、合併時
脱会する。

10 28-1 010103010224 人事 職員個人年金共済加入事
務

４市町村で事務を行なっているが、臼田
町、浅科村、望月町の職員は全国町村
会の拠出型企業年金保険に加入してお
り、佐久市の職員は全国市長会の同種
の保険に加入している。

合併時、現行どおりとする。 新市においての新規加入については、原則全国市長会個人年金
共済への加入とする。

11 28-1 010103010225 人事 職員任意共済保険加入事
務

４市町村で事務を行なっているが、臼田
町、浅科村、望月町の職員は全国町村
会の全国町村等職員任意共済保険に
加入しており、佐久市職員は全国市長
会の同種の保険に加入している。

合併時、現行どおりとする。 新市においての新規加入については、原則全国市長会任意共済
への加入とする。

総務専門部会協議内容一覧



12 28-1 010103010226 人事 火災共済及び自動車共済
加入事務

４市町村で事務を行なっているが、臼田
町、浅科村、望月町の職員及び佐久市
の一部職員は全国町村職員生活協同
組合の火災共済・自動車共済に加入し
ており、佐久市職員の大半は全国都市
職員災害共済会の同種の共済制度に
加入している。

合併時、現行どおりとする。 新市においての新規加入については、原則全国都市職員災害共
済会への加入とする。

13 17 030107010105
消防
防災

佐久広域防火管理者協会
支部補助金

４市町村で実施しているが、佐久市は佐
久支部、臼田町は北部支部、浅科村・
望月町は川西支部が対象であり、支出
方法に差異がある。

合併時、現行どおりとするが、新市において、
支出方法の統一を検討する。

合併後における支部体制の構築については、佐久広域連合消防
本部と協議していく。

14 17 030107010106 消防
防災

佐久危険物安全協会支部
補助金

４市町村で実施しているが、佐久市は佐
久支部、臼田町は北部支部、浅科村・
望月町は川西支部が対象であり、支出
方法に差異がある。

合併時、現行どおりとするが、新市において、
支出方法の統一を検討する。

合併後における支部体制の構築については、佐久広域連合消防
本部と協議していく。

15 17 030107020207 消防
防災 消防施設整備地元寄付金 浅科村・望月町が実施している。 新市においての事業は補助要綱に基づき実施

するた、合併時、廃止する。

16 17 030107020208 消防
防災

消火栓維持管理負担金
（佐久水道他）

佐久市・臼田町・浅科村は佐久水道企
業団への負担（臼田町は一部佐久町へ
の負担）、望月町は水道課特別会計・望
月町外一市水道企業団への負担があ
る。

合併時、新市において負担する。

17 28-1 010107020303
消防
防災

消防ポンプ車･積載車･可搬
ポンプ維持管理

４市町村で同様に実施しており、問題な
し。 合併時、現行どおりとする。 維持管理を徹底し、火災等災害時に万全を期す。

18 28-1 010107020304
消防
防災

詰所･車庫･器具置場維持
管理

佐久市・臼田町は公費で負担、浅科村
は区で負担、望月町は団または区で負
担しており、差異がある。

合併時、公費により実施する。 消防施設は、公有財産のため公費で維持管理する。

19 28-1 010107020306 消防
防災 消火栓設置･修繕･移転

佐久市・臼田町・望月町は計画設置して
いるが、浅科村は消防委員会で審議・
設置しており、差異がある。
また、望月町は修繕・移転事務を水道
課に依頼、他市町村は佐久水道企業団
に依頼している。

合併時、新市において佐久市・臼田町・望月町
の例を基本に実施する。 消防法の消防水利の基準に基づき計画設置する。

20 28-1 010107020307 消防
防災 防火水槽設置･修繕･取壊し

佐久市・臼田町は全額公費、浅科村・望
月町は一部地元負担により実施しており
差異がある。

合併時、公費により実施する。 消防施設は、消防力の基準に基づき厳選精査し計画設置する。

＊各市町村の現況については、添付した現況調書に記載されている。


